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あ
ら
ま
し

◆第１回（２月）臨時会は、２月４日に開催され、緊急に審議する必要のある案件として、
条例の制定、改正のほか、補正予算の３件が市長から提出されました。
◆第１回（３月）定例会は、２月20日から３月21日までの30日間にわたり開催され、
令和７年度予算をはじめ、人事案件、条例の制定や改正、補正予算など32件が市長か
ら提出されました。また、一般質問では７名の議員が登壇し、市の方針等を質しました。
　臨時会及び定例会の審査の経過・結果については、次ページ以降をご覧ください。

第
１
回
定
例
会
の
経
過

※
議
案
の
内
容
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら

　
２
月
20
日（
木
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　【
本
会
議
】開
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
期
の
決
定
、
諸
般
の
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
案
の
上
程
、
提
案
理
由
の
説
明

　
　
　
26
日（
水
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
27
日（
木
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
３
月
３
日（
月
）【
本
会
議
】議
案
質
疑
、
委
員
会
付
託

　
　
　
４
日（
火
）【
総
務
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
５
日（
水
）【
教
育
厚
生
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
７
日（
金
）【
経
済
建
設
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
10
日（
月
）【
予
算
決
算
常
任
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
12
日（
水
）【
予
算
決
算
常
任
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
13
日（
木
）【
予
算
決
算
常
任
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
14
日（
金
）【
予
算
決
算
常
任
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
21
日（
金
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　【
本
会
議
】委
員
長
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
疑
、
討
論
、
採
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
案
の
上
程
、
提
案
理
由
の
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会
中
の
所
管
事
務
調
査
の
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会

第１回定例会第１回定例会

　本年 9月 2日に行方市市制施行 20周年の節目を迎
えます。市民や議員の皆様のご理解とご協力の賜物で
あり感謝の念に堪えません。「市民協働」をまちづくり
の理念の一つとして掲げてきましたが、令和７年度は、
新たな施策や継続すべき施策に取り組み、これまで以
上に市民生活に寄り添った市政を展開してまいります。
これから 20年、30年先も行方市が行方市らしく在り
続けるために真に必要なものを見定め、市民の誰もが
将来に希望を持ち、安心して「住みたい」「住み続けた
い」と思えるようなまちへ発展させてまいります。市
制施行 20周年の特別な年を盛り上げるべく、地域資
源を活用したイベント交流活動を通じ、市民同士のつ
ながりを、さらに深化させてまいりたいと考えていま
すので、ご理解ご協力をお願いします。

第１回定例会　市長あいさつ
　　　　 及び施政方針�（一部抜粋）

第
１
回
臨
時
会
の
経
過

※
議
案
の
内
容
は
10
ペ
ー
ジ

２
月
４
日（
火
）

【
本
会
議
】開
会

　
　
　
　
会
期
の
決
定
、
諸
般
の
報
告

　
　
　
　
議
案
の
上
程
、
提
案
理
由
の
説
明
、

　
　
　
　
質
疑
、
意
見
陳
述
、
委
員
会
付
託
、

　
　
　
　
委
員
長
報
告
、
質
疑
、
討
論
、
採
決

　
　
　
　
閉
会

【
予
算
決
算
常
任
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

【
総
務
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

【
教
育
厚
生
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

【
本
会
議
】委
員
長
報
告
、
質
疑
、
討
論
、
採
決

　
　
　
　
閉
会

令和7年 第１回臨時会・第１回定例会第１回臨時会・第１回定例会
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審査の内容を一部抜粋してお伝えします。議決結果は 12ページをご参照ください。

令和７年第１回行方市議会定例会 付託案件の審査

▼
行
方
市
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の

支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

　
非
常
勤
消
防
団
員
の
処
遇
改
善
を
図
る
た
め
、
消

防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
昭
和
31
年
政
令
３
４
６
号
）
が
一
部

改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も

の
　
本
市
は
消
防
団
員
数
が
多
い
。
支
給
区
分
の
追

加
と
金
額
の
増
加
を
行
う
と
、
将
来
的
に
、
財
源

不
足
に
な
ら
な
い
の
か

　
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
に
負

担
金
を
納
め
る
こ
と
で
退
職
報
償
金
が
支
給
さ
れ

る
た
め
、財
源
不
足
に
陥
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
行
方
市
役
所
の
位
置
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
新
庁
舎
の
移
転
整
備
を
行
う
に
当
た
り
、
市
役
所

の
位
置
を
変
更
す
る
も
の

　
新
庁
舎
の
建
て
方
に
つ
い
て

　
現
在
、基
本
計
画
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
条
例
で
位
置
を
確
定
で
き
ま
し
た
ら
そ
の

後
、
費
用
の
積
算
を
行
っ
て
い
き
ま
す
の
で
、
新

築
か
改
修
プ
ラ
ス
増
築
で
検
討
を
し
て
い
き
ま

す
。

　
合
併
特
例
債
が
使
え
な
か
っ
た
場
合
、
全
て
の

金
額
を
一
般
財
源
と
し
て
投
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か

　
合
併
特
例
債
は
事
業
費
の
95
％
に
対
し
て
７
割

の
交
付
税
措
置
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
以
上
の
有
利

な
も
の
は
交
付
金
に
も
、
補
助
金
に
も
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
こ
の
合
併
特
例
債
を
最
大
限
に
利
用

し
、
財
源
と
し
て
使
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
と
考
え

て
い
ま
す
。

▼
行
方
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
令
和
６
年
人
事
院
勧
告
及
び
茨
城
県
人
事
委
員
会

勧
告
に
準
じ
、
職
員
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の

月
例
給
及
び
特
別
級
の
改
定
、
地
域
手
当
の
新
設
、

扶
養
手
当
及
び
通
勤
手
当
の
見
直
し
を
行
う
ほ
か
、

国
、
県
、
他
自
治
体
等
へ
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇

改
善
を
図
る
た
め
、単
身
赴
任
手
当
、寒
冷
地
手
当
、

特
地
勤
務
手
当
等
を
新
設
す
る
な
ど
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の

　
本
市
及
び
近
隣
市
の
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
は

　

本
市
は
97
・
2
で
す
。
市
町
村
平
均
が
97
・

4
。
神
栖
市
96
・
３
、
鉾
田
市
98
、
鹿
嶋
市
98
・

9
、
潮
来
市
98
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
と
は

　
国
家
公
務
員
の
棒
給
月
額
を
１
０
０
と
し
た
場
合

の
地
方
公
務
員
一
般
行
政
職
の
給
与
水
準

▼
行
方
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

　
令
和
６
年
人
事
院
勧
告
及
び
茨
城
県
人
事
委
員
会

勧
告
に
準
じ
、
職
員
の
給
与
改
定
を
実
施
す
る
こ
と

に
伴
い
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
表
を
改
定
す

る
と
と
も
に
、
地
域
手
当
を
新
設
す
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の

▼
行
方
市
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
制
度
に
準
じ
、
国
内
外
の

経
済
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
事

務
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
旅
費
の
計
算
等
に
係
る

規
定
の
簡
素
化
及
び
支
給
対
象
の
見
直
し
を
行
う
ほ

か
、
市
費
の
適
正
な
支
出
を
図
る
た
め
の
規
定
を
整

備
す
る
等
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

総
務
委
員
会
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▼
行
方
市
高
齢
者
セ
ン
タ
ー
「
羽
黒
山
荘
」
条
例
を

廃
止
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
行
方
市
高
齢
者
セ
ン
タ
ー
「
羽
黒
山
荘
」
を
廃
止

す
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
条
例
を
廃
止
す
る
も
の

　
近
年
の
利
用
状
況
及
び
管
理
方
法
等
は

　
利
用
状
況
は
、
令
和
６
年
度
（
１
月
末
現
在
）

実
績
で
利
用
件
数
18
件
、
利
用
人
数
２
０
９
人
。

１
日
当
た
り
0
・
69
人
と
な
り
ま
す
。
管
理
方
法

は
、
地
元
団
体
に
委
託
し
管
理
し
て
い
ま
す
。

▼
行
方
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
（
平
成
26
年
厚
生
労
働
省
令
第
61
号
）
の
改
正

に
伴
い
、施
設
の
運
営
等
に
関
す
る
要
件
に
つ
い
て
、

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
本
市
に
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
施
設
は
何
件
あ

る
の
か
。
ま
た
、
保
育
園
と
の
違
い
は

　
家
庭
的
保
育
事
業
等
施
設
は
、
本
市
に
は
現
在

あ
り
ま
せ
ん
。
違
い
に
つ
い
て
は
、
こ
ど
も
園
、
保

育
所
等
は
子
ど
も
た
ち
を
扱
う
人
数
が
20
人
以
上

と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
19
人
以
下
の
施

設
が
家
庭
的
保
育
事
業
等
施
設
と
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
行
方
市
介
護
保
険
条
例
及
び
行
方
市
指
定
介
護
予

防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定

介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効

果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
配
置
に
つ
い

て
、
柔
軟
な
職
員
配
置
を
可
能
と
す
る
た
め
、
介
護

保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
11
年
厚
生
省
令
第
36
号
）

及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
人
員
及
び
運
営
並
び

に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
18

年
厚
生
労
働
省
令
第
37
号
）
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
改
正
省
令
の
基
準
に
従
い
所
要
の

改
正
を
行
う
も
の

　
介
護
支
援
の
現
場
に
お
け
る
現
在
の
問
題
点
は

　
当
市
は
２
つ
の
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
市
内
全

域
を
カ
バ
ー
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
麻
生
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
資
格
者
配
置
の

基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
状
況
で
す
。
現
在
、
行

方
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
職
員
が
主
任
介
護
支
援

専
門
員
の
研
修
を
受
講
し
て
お
り
、
令
和
7
年
度

に
は
、
配
置
す
る
計
画
と
な
っ
て
い
ま
す
。

教
育
厚
生

員
委

会

▼
行
方
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及

び
旅
費
に
関
す
る
条
例
及
び
行
方
市
教
育
委
員
会

教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件

及
び
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
令
和
６
年
人
事
院
勧
告
及
び
茨
城
県
人
事
委
員
会

勧
告
並
び
に
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
改
正
さ
れ
る

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
制
度
に
準
じ
、
職
員
の
給
与

改
定
及
び
旅
費
制
度
の
改
正
を
行
う
こ
と
に
伴
い
、

市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
長
の
期
末
手
当
の
支
給
割

合
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
旅
費
に
係
る
規
定
を
簡

素
化
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

▼
行
方
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条

例
及
び
行
方
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
令
和
６
年
８
月
８
日
に
人
事
院
が
行
っ
た
「
公
務

員
人
事
管
理
に
関
す
る
報
告
」
に
対
応
す
る
国
家
公

務
員
に
準
じ
、
仕
事
と
生
活
の
両
立
支
援
の
拡
充
を

図
る
た
め
、
超
過
勤
務
の
免
除
の
対
象
と
な
る
子
の

範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
仕
事
と
介
護
の
両
立

支
援
制
度
を
利
用
し
や
す
い
勤
務
環
境
を
整
備
す
る

な
ど
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
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▼
行
方
市
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

　
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
１
９
１

号
）
の
改
正
に
伴
い
、
新
た
に
宅
地
造
成
又
は
特
定

盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
中
間
検
査
が
規
定
さ
れ
た

た
め
、
中
間
検
査
に
係
る
手
数
料
を
新
設
す
る
も
の

　
中
間
検
査
は
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
検
査
を
行

う
の
か

　
み
な
し
許
可
に
つ
い
て
は
、
市
が
中
間
検
査
を

執
り
行
い
ま
す
。

　

み
な
し
許
可
の
規
模
で
、
盛
土
の
高
さ
が
１

メ
ー
ト
ル
超
、
切
土
の
高
さ
で
２
メ
ー
ト
ル
超
、

盛
土
と
切
土
を
同
時
に
行
う
高
さ
が
２
メ
ー
ト
ル

超
、
こ
ち
ら
に
つ
き
ま
し
て
は
崖
地
を
有
す
る
よ

う
な
と
こ
ろ
。
盛
土
の
高
さ
２
メ
ー
ト
ル
超
と

な
っ
て
い
る
崖
を
生
じ
な
い
部
分
、
盛
土
、
切
土

を
す
る
土
地
の
面
積
が
５
０
０
平
米
を
超
え
る
部

分
の
工
事
が
対
象
で
す
。
さ
ら
に
、
中
間
検
査
の

対
象
と
な
る
部
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
み
な
し
許

可
の
規
模
よ
り
大
き
い
規
模
の
盛
土
等
を
行
う
工

事
で
、
内
容
に
つ
き
ま
し
て
も
暗
き
ょ
排
水
工
の

工
事
が
対
象
で
す
。

経
済
建
設

員
委

会

▼
行
方
市
下
水
道
条
例
及
び
行
方
市
農
業
集
落
排
水

事
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

　
標
準
下
水
道
条
例
（
昭
和
34
年
１
月
18
日
付
厚
生

省
衛
発
第
１
１
０
８
号・建
設
省
計
発
第
４
４
１
号
）

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
排
水
設
備
主
任
技
術

者
の
専
属
規
制
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の　

技
術
者
を「
専
属
」か
ら「
選
任
」に
す
る
趣
旨
は

　
事
業
所
単
位
で
１
人
ず
つ
置
く
と
、
技
術
者
が

足
り
な
く
な
っ
て
き
た
の
が
現
状
の
課
題
で
す
。

ウ
ェ
ブ
な
ど
で
情
報
の
や
り
と
り
も
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
国
が
進
め
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
一
環
と
し

て
、
こ
の
専
属
規
制
の
見
直
し
が
さ
れ
ま
し
た
。

▼
行
方
市
水
道
事
業
に
お
け
る
布
設
工
事
監
督
者
及

び
水
道
技
術
管
理
者
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
32
年
政
令
第
３
３
６
号
）

及
び
水
道
法
施
行
規
則
（
昭
和
32
年
厚
生
省
令
第
45

号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
布
設
工
事
監
督
者
及
び

水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の

　
布
設
工
事
監
督
者
や
水
道
技
術
管
理
者
の
実
務

経
験
に
つ
い
て

　
　
実
務
経
験
と
は
、
老
朽
管
の
更
新
工
事
等
の
施

設
修
繕
工
事
に
つ
い
て
の
監
督
者
経
験
や
機
械
の

更
新
工
事
の
監
督
者
経
験
な
ど
で
す
。

▼
行
方
市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

　
道
路
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
10
条

第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
も
の

▼
行
方
市
道
路
線
の
変
更
に
つ
い
て

　
道
路
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
10
条

第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
も
の

▼
行
方
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

　
道
路
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
８
条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
も
の
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予
算
決
算

任
常

委

予 算 編 成 概の 要
　令和 7 年度の一般会計予算については、社会保障関係費、人
件費の増加や物価高への対応、公共施設等の老朽化への対応等、
全国的な課題に対応しつつ、本市の重点課題である通学路や高
速道路アクセス道路などの幹線道路整備、東関東自動車道の行
方ＰＡ（仮称）に隣接する地域振興施設整備、庁舎建設等につ
いて、過疎対策事業債や基金などを活用しながら推進するとと
もに、大規模な公共構造物の整備更新費用、自治体ＤＸ関連経
費の増大及び物価高に伴う燃料費などの経常経費の増加による
予算の確保を行いました。

201億９千万円
令和７年度一般会計予算は

【前年度比5.7％増】

　
提
出
さ
れ
た
各
会
計
の
補
正
予
算
、
令
和
７
年

度
の
一
般
会
計
予
算
、
各
特
別
会
計
予
算
及
び
事

業
会
計
予
算
に
つ
い
て
は
、
予
算
決
算
常
任
委
員

会
で
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
政
全
般
に
わ
た
っ
て
多
く
の
質
疑
が
あ
り
、

令
和
７
年
度
一
般
会
計
に
つ
い
て
修
正
案
が
提
出・

可
決
及
び
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

あ 
ら 
ま 

し

歳入 歳出
区分 本年度予算額 前年度比（％）

自
主
財
源
（
40
・
４
％
）

市税 41 億 6,701 万 6 千円 2.3

繰入金 22 億 1,477 万 3 千円 20.8

寄附金 10 億 110 万円 0.0

諸収入 ３億 4,955 万４千円 △ 0.8

繰越金 ２億円 0.0

使用料・手数料 １億 2,975 万１千円 1.0

財産収入 7,843 万５千円 6.9

分担金・負担金 2,417 万円 △ 53.3
依
存
財
源
（
59
・
６
％
）

地方交付税 56 億 3,000 万円 2.2

国庫支出金 22 億 6,412 万５千円 13.3

県支出金 13 億 9,617 万６千円 15.0

市債 13 億 9,580 万円 2.1

譲与税・交付金 13 億 3,910 万円 3.3

区分 本年度予算額 前年度比（％）

民生費 55 億 8,893 万６千円 5.7

総務費 44 億 9,542 万円 2.9

衛生費 20 億 8,701 万５千円 16.8

教育費 20 億 3,083 万２千円 8.4

土木費 19 億 7,847 万５千円 5.7

公債費 17 億 4,096 万３千円 △ 2.9

消防費 ９億 5,993 万１千円 8.5

農林水産業費 ８億 2,964 万５千円 △ 3.3

商工費 ２億 216 万５千円 2.9

議会費 １億 5,631 万７千円 △ 0.2

諸支出金 7,200 万円 皆増

予備費 3,829 万８千円 283.0

災害復旧費 1,000 万３千円 △ 28.6

会　　計　　名 令和７年度 令和６年度 前年度比（％）
一般会計 201億 9,000 万円 191億円 5.7
国民健康保険特別会計 45億 9,200 万円 47億 6,700 万円 △ 3.7
介護保険特別会計 37億 8,100 万円 39億 4,350 万円 △ 4.1
後期高齢者医療特別会計 ５億 3,400 万円 ５億 4,100 万円 △ 1.3
水道事業会計 15億 1,182 万３千円 14億 8,600 万６千円 1.7
下水道事業会計 15億 1,877 万９千円 14億 4,393 万７千円 5.2

合　　　計 321億 2,760 万２千円 312億 8,144 万３千円 2.7

令和７年度の各予算

員
会
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霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
再
生
整
備
事
業
に
お

け
る
「
市
民
無
料
招
待
施
設
使
用
料
」、「
印
刷
製

本
費
」、「
郵
送
料
」
を
削
り
、
総
務
管
理
費
を

２
８
２
９
万
８
千
円
減
額
し
、
予
備
費
に
計
上
す

る
も
の

【
提
出
理
由
】
令
和
５
年
11
月
15
日
～
令
和
６
年

７
月
25
日
ま
で
２
５
３
日
間
の
遅
延
損
害
金
が
、

市
と
事
業
主
と
の
間
で
未
解
決
で
あ
る
こ
と
。
市

民
を
無
料
招
待
す
る
予
算
を
子
育
て
支
援
策
に
充

て
る
べ
き
で
あ
る
。

予
算
編
成

審
の

査

　
し
尿
処
理
事
業

　
麻
生
衛
生
セ
ン
タ
ー
基
幹
的
設
備
改
良
工
事

に
つ
い
て

　
令
和
７
年
度
～
令
和
９
年
度
の
継
続
事
業
で

す
。
工
事
期
間
中
も
搬
入
が
可
能
な
手
法
で
施

工
し
ま
す
。

　
不
妊
治
療
費
補
助
金

　
補
助
内
容
と
実
績
に
つ
い
て

　
不
妊
検
査
、
一
般
不
妊
治
療
、
生
殖
補
助
医

療
、
先
進
医
療
の
４
つ
の
医
療
補
助
を
行
っ
て

い
ま
す
。
６
年
度
１
月
末
現
在
で
不
妊
検
査
11

件
、
一
般
不
妊
治
療
９
件
、
生
殖
補
助
医
療
９

件
、
先
進
医
療
１
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
事
業

　
特
産
品
の
販
売
促
進
事
業
業
務
委
託
料
に
つ
い
て

　
特
産
品
Ｐ
Ｒ
の
た
め
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
Ｓ

Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
デ
ジ
タ
ル
広
告
及
び
雑
誌

や
新
聞
等
の
紙
媒
体
を
活
用
し
た
ア
ナ
ロ
グ
広

告
。
特
産
品
販
売
促
進
に
関
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
及
び
情
報
発
信
。
行
方
産
米
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ

ン
グ
及
び
販
路
拡
大
。
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
霞
ヶ

浦
シ
ラ
ウ
オ
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
及
び
ブ
ラ
ン

ド
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
募
集
事
業

　
中
間
管
理
業
務
委
託
料
が
前
年
度
と
同
額
の

理
由
、
お
よ
び
業
務
内
容
に
つ
い
て

　
中
間
管
理
業
務
委
託
料
が
前
年
度
と
同
額
な

の
は
寄
附
金
額
の
目
標
を
令
和
６
年
度
と
同
じ

10
億
円
と
し
て
い
る
た
め
で
す
。
業
務
内
容
に

つ
い
て
は
、
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
の
返
礼
品

開
拓
、
返
礼
品
を
出
品
す
る
新
規
事
業
者
の
登

録
、返
礼
品
の
送
付
及
び
ク
レ
ー
ム
対
応
な
ど
、

返
礼
品
に
係
わ
る
一
切
の
手
続
き
な
ど
を
行
な

う
業
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
庁
舎
建
設
整
備
事
業

　
業
務
委
託
料
の
積
算
根
拠
に
つ
い
て

　
基
本
設
計
業
務
委
託
料
と
し
て
、
設
計
に
関

わ
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
費
、
構
造
基
本
設

計
、
設
備
基
本
設
計
、
外
構
基
本
設
計
、
そ
し

て
地
質
調
査
費
を
計
上
し
て
い
ま
す
。
支
援
業

務
委
託
料
は
、
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
・
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
（
Ｃ
Ｍ
）
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
が
人

件
費
で
あ
り
、
主
任
技
術
者
、
理
事
、
技
師
長
、

主
任
技
師
、
技
術
員
等
で
計
上
し
て
い
ま
す
。

款 項 金額

2. 総務費 1. 総務管
　理費

予算案 4,096,149

修正予算 4,067,851

13. 予備費 1. 予備費

予算案 10,000

修正予算 38,298

〇修正案後の歳出予算
（単位：千円）　

修
正
案
１

修
正
案
２

　
庁
舎
建
設
整
備
事
業
に
お
け
る
「
庁
舎
建
設
基

本
設
計
業
務
委
託
料
」、「
庁
舎
建
設
Ｃ
Ｍ
業
務
委

託
料
」
を
削
り
、
総
務
管
理
費
を
１
億
１
６
５
０

万
円
減
額
す
る
も
の

【
提
出
理
由
】
庁
舎
建
設
に
関
し
、
新
築
63
億
円
、

改
修
プ
ラ
ス
増
築
42
億
円
と
の
２
案
が
提
示
さ
れ

た
が
、
ど
ち
ら
に
す
る
か
を
議
会
は
承
認
し
て
い

な
い
。
議
会
の
承
認
前
に
「
庁
舎
建
設
基
本
設
計

業
務
委
託
料
」
及
び
「
庁
舎
建
設
Ｃ
Ｍ
業
務
委
託

料
」
を
予
算
計
上
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。

ま
た
、
基
本
計
画
確
定
前
に
、
正
確
な
積
算
や
見

積
が
で
き
る
は
ず
が
な
く
、
基
本
計
画
確
定
後
に

適
正
な
予
算
を
計
上
す
べ
き
で
あ
る
。
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▼
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

　
大
﨑　
あ
い
子
（
矢
幡
）

　
大
﨑
氏
を
候
補
者
と
し
て
推
薦
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
適
任
で
あ
る
と
答
申
し
ま
し
た
。

　
任
期
は
令
和
７
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
10
年

６
月
30
日
ま
で
の
３
年
間
で
す
。

▼
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

　
小
峰　
幸
子
（
玉
造
甲
）

　
小
峰
氏
を
候
補
者
と
し
て
推
薦
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
適
任
で
あ
る
と
答
申
し
ま
し
た
。

　
任
期
は
令
和
７
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
10
年

６
月
30
日
ま
で
の
３
年
間
で
す
。

▼
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

　
渋
谷　
節
夫
（
小
高
）

　
渋
谷
氏
を
候
補
者
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
に

つ
い
て
同
意
し
ま
し
た
。

　
任
期
は
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
11
年

３
月
31
日
ま
で
の
４
年
間
で
す
。

　
追
加
議
案

▼
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

　
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
、
和
解
す
る
こ
と
に

つ
い
て
（
１
件
）

本会議において 賛否が分かれた議案
可決

行
方
市
役
所
の
位
置
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

議案
第５号

反
対
討
論

反
対
討
論

　
行
方
市
井
上
藤
井
98
番
地
８
は
、
な
め
が
た

地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
の
地
番
で
あ
り
、
そ
こ
に

移
転
す
る
こ
と
は
、
セ
ン
タ
ー
の
医
師
６
名
、

ス
タ
ッ
フ
百
名
弱
、
一
日
あ
た
り
の
平
均
患
者

数
２
０
０
名
よ
り
縮
小
と
な
り
、
ま
た
、
さ
ら

に
撤
退
す
る
可
能
性
が
高
い
。
撤
退
と
な
れ
ば

医
療
崩
壊
、
医
療
過
疎
、
人
口
減
少
に
拍
車
が

か
か
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
根
拠
が
明
白
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
中
で
、

他
人
の
土
地
に
住
所
を
移
す
こ
と
が
許
さ
れ
る

の
か
疑
問
。
市
民
に
対
し
ど
う
説
明
す
る
の
か
。

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

賛
成
討
論

　

新
市
計
画
に
基
づ
き
使
用
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
合
併
特
例
債
に
は
20
年
の
期
限
が
あ
り
、

今
年
が
そ
の
期
限
。
こ
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
使

え
る
は
ず
の
44
億
円
が
使
え
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
庁
舎
建
設
に
使
用
す
る
た
め
に
は
、
今
年

度
初
め
に
は
新
市
建
設
計
画
を
改
定
し
、
国
に

伺
い
を
立
て
ね
ば
な
ら
ず
、
本
議
案
に
は
一
刻

の
猶
予
も
な
い
状
況
で
あ
る
。

反
対
討
論

　
臨
時
会
に
お
い
て
、
本
市
の
リ
ー
ダ
ー
は
、
条
例

案
に
反
対
の
姿
勢
を
示
す
一
方
で
、
１
８
３
３
名
の
直

接
請
求
に
署
名
が
あ
っ
た
こ
と
を
、「
市
と
し
て
真
摯

に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
、

今
回
こ
の
条
例
案
を
提
案
し
た
こ
と
に
全
く
理
解
が

で
き
ず
、誠
に
遺
憾
で
あ
る
。
井
上
藤
井
98
番
地
８
は
、

市
の
所
有
す
る
土
地
で
は
な
く
他
人
の
所
有
す
る
土

地
で
あ
り
、病
院
の
建
物
が
あ
る
敷
地
内
で
あ
る
。「
病

院
を
守
る
・
継
続
す
る
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
今
回
の

提
案
は
、
病
院
の
縮
小
・
廃
院
に
つ
な
が
り
か
ね
な

い
。
行
政
が
こ
の
よ
う
な
提
案
を
す
る
こ
と
自
体
大

き
な
問
題
で
あ
り
、
あ
る
ま
じ
き
行
為
で
あ
る
。
合
併

20
周
年
を
迎
え
る
中
で
、
本
市
の
リ
ー
ダ
―
と
し
て
、

将
来
に
お
い
て
大
き
な
禍
根
を
残
す
の
で
は
な
い
か
。

賛
成
討
論

　
合
併
特
例
債
の
期
限
が
迫
っ
て
い
る
。
合
併
特
例
債

の
活
用
に
つ
い
て
、
事
業
費
の
95
％
に
充
て
ら
れ
、
そ

の
う
ち
の
７
割
が
交
付
税
措
置
さ
れ
る
有
利
な
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
だ
け
市
の
負
担
が
軽
減
で
き
る
と
考
え
る
。

　
現
在
の
庁
舎
は
耐
震
性
の
問
題
も
あ
り
、
市
役
所
を

訪
れ
る
市
民
や
働
い
て
い
る
職
員
、
議
員
が
危
険
に
さ

ら
さ
れ
た
状
態
で
い
つ
ま
で
執
務
を
行
う
の
か
。
私
た

ち
の
生
命
の
危
機
と
い
う
も
の
も
早
急
に
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
・
財
政
負
担
の
軽
減
を
考
え

る
と
、
庁
舎
が
一
つ
に
な
る
こ
と
に
よ
り
市
民
の
負
担

軽
減
に
つ
な
が
り
、
職
員
の
業
務
の
効
率
化
、
財
政
負

担
の
軽
減
も
図
ら
れ
る
。

　
庁
舎
が
医
療
セ
ン
タ
ー
敷
地
内
に
移
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
地
域
医
療
と
庁
舎
建
設
の
２
つ
の
問
題
が
同
時
に

解
決
で
き
る
こ
と
に
大
き
く
期
待
し
て
い
る
。
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本会議において 賛否が分かれた議案

反
対
討
論

　
な
め
が
た
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
を
庁
舎
の
敷
地
に

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
は
病
院
の
建
物
が
存
在

し
て
い
る
た
め
、
新
庁
舎
を
建
て
る
場
所
は
な
い
。

病
院
の
建
物
を
壊
さ
な
け
れ
ば
、
新
庁
舎
は
建
て
ら

れ
な
い
。
と
な
れ
ば
、
ど
こ
に
病
院
が
残
る
の
か
。

市
は
空
い
て
い
る
土
地
を
購
入
し
新
庁
舎
を
建
設
す

れ
ば
良
い
。
合
併
特
例
債
は
12
年
ま
で
延
長
す
れ
ば

良
い
の
で
は
な
い
か
。
周
り
の
土
地
を
購
入
し
、
市

民
に
負
担
を
か
け
な
い
プ
レ
ハ
ブ
等
の
庁
舎
を
建
て

る
と
い
う
よ
う
な
形
で
あ
れ
ば
、
病
院
も
地
域
医
療

も
残
る
、
そ
し
て
庁
舎
も
そ
の
付
近
に
で
き
る
、
そ

の
よ
う
な
状
況
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
る
。

反
対
討
論

　
庁
舎
問
題
に
つ
い
て
は
、
令
和
４
年
８
月
の
臨
時
会

と
次
の
議
会
に
お
い
て
否
決
と
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
２

年
半
も
の
間
、
庁
舎
問
題
に
は
触
れ
ず
に
市
民
会
議

の
み
の
開
催
で
、
我
々
議
員
に
対
し
報
告
等
が
な
か
っ

た
。
他
人
の
土
地
に
庁
舎
を
建
て
る
な
ど
、
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
話
で
あ
り
、
民
間
の
土
地
に
制
定
す
る
こ

と
自
体
、
お
か
し
な
話
を
押
し
通
そ
う
と
し
て
い
る
。

市
は
、
厚
生
連
か
ら
の
敷
地
・
建
物
全
て
の
譲
渡
を

望
ん
で
い
る
よ
う
だ
が
、
数
年
先
に
は
病
院
に
撤
退

さ
れ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
住
民
投
票
の
署
名
を
集
め
る
中
で
、
住
民
の
意
向

と
し
て
「
庁
舎
建
設
あ
り
き
で
は
な
か
っ
た
、
現
在
の

庁
舎
で
な
ぜ
悪
い
の
か
」
と
い
う
意
見
が
９
割
以
上

あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
当
に
新
庁
舎

が
必
要
な
の
か
疑
問
で
あ
る
。
さ
ら
に
議
員
が
白
紙

の
委
任
状
を
承
認
す
る
こ
と
が
お
か
し
い
と
考
え
る
。
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議案賛否結果一覧表
（賛成＝○、反対＝×、棄権＝△、欠席＝－、議長＝■）

議案第５号「行方市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例について」は　　　　　　　により
表決（記名投票）を行いました。

　　　　　　　とは…地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数で決するのが原則であるが、法
律に特別の定めがある場合は、過半数議決が適用されず、賛成議員の割合が加重される。
※地方公共団体の事務所の位置を定める条例…出席議員の３分の２以上の同意（これらの場合の議決の
際の定足数は、議員定数の半数以上）

▶議案第５号について、出席議員数は 17人であり、その３分の２は 12人である。賛成票は 12票であ
り所定数であるため、原案のとおり可決となった。

賛否が分かれた
議案と賛否結果

１　
宮
嵜　
和
洋

２　
山
口　
律
理

３　
伊
勢
山
仙
寿

４　
髙
野　
市
郎

５　
阿
部
孝
太
郎

６　
小
野
瀬
忠
利

７　
栗
原　
　
繁

８　
土
子　
浩
正

９　
貝
塚　
俊
幸

10　
鈴
木　
　
裕

11　
髙
橋　
正
信

12　
小
林　
　
久

13　
髙
木　
　
正

14　
大
原　
功
坪

15　
鈴
木　
義
浩

16　
岡
田　
晴
雄

17　
髙
栁
孫
市
郎

18　
宮
内　
　
守

賛 

否 

結 

果

議 案 第 ５ 号 〇 × 〇 × 〇 ― 〇 〇 × 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 × 〇 可決

議 案 第 26 号
（ 修 正 案 ） 〇 △ 〇 △ 〇 ― 〇 〇 △ 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 △ ■ 可決

議 案 第 26 号
（修正案を除く原案） 〇 △ 〇 △ 〇 ― 〇 〇 △ 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 △ ■ 可決

特別多数議決

特別多数議決

特別多数議決

※議案第 26号については、賛成者を起立させ、表決を行いました。
※議長は通常、表決に加わりませんが、上記、特別多数議決の場合は、議長は裁決権を有せず、表決権を持ち、
出席議員数の中に含まれます。
※棄権は表決する権利を行使しなかった場合です（棄権は退席・不在を含みます）。
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議案は、各常任委員会に付託され審査されました。

令和７年第１回行方市議会臨時会 議案の審議

▼
行
方
市
新
庁
舎
建
設
事
業
に
関
す
る
住
民
投
票
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
74
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
７
年
１
月
20
日
付
け
で

行
方
市
新
庁
舎
建
設
事
業
に
関
す
る
住
民
投
票
条
例

制
定
の
請
求
を
受
理
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
意
見
を
付
し
て
議
会
に
付
議
す
る
も
の

　
今
回
の
直
接
請
求
に
関
す
る
住
民
投
票
の
規
則

作
成
を
考
え
て
い
る
の
か

　
可
決
と
な
れ
ば
、
公
布
日
か
ら
90
日
以
内
に
投

票
を
実
施
と
時
間
的
に
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
が
、
規

則
を
作
成
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
住
民
投
票
を
実
施
す
る
と
ど
れ
ぐ
ら
い
の
費
用

が
か
か
る
の
か

　
約
１
１
０
０
万
円
程
度
は
か
か
る
と
思
い
ま
す
。

討
論
が
あ
り
ま
し
た

【
反
対
討
論
】

×
庁
舎
建
設
に
関
し
て
は
市
民
会
議
で
議
論
し
て
い

る
。
ま
た
、
住
民
投
票
経
費
は
そ
れ
な
り
の
コ
ス

ト
が
か
か
る
。
そ
し
て
、
条
例
案
に
は
い
く
つ
か

の
問
題
点
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。

▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
（
令
和
６
年
度
行
方
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

６
号
）
に
つ
い
て
）

　
令
和
６
年
度
行
方
市
一
般
会
計
に
補
正（
第
６
号
）

の
必
要
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
も
の

　
霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
条
例
の
「
第
６
条
指

定
管
理
者
は
、
市
長
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
前

条
の
入
館
料
の
全
部
又
は
一
部
を
減
額
し
、
又
は

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
つ
い
て

　
条
例
上
で
大
人
１
６
５
０
円
、
子
供
１
１
０
０

円
と
な
っ
て
お
り
、
今
現
在
は
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ

ン
価
格
と
し
て
、
大
人
が
１
１
０
０
円
、
子
供
が

６
６
０
円
と
減
免
を
事
業
者
が
行
っ
て
い
ま
す
。

今
回
、
市
内
の
子
供
に
対
し
て
の
投
資
と
い
う
形

で
６
６
０
円
分
を
市
で
負
担
す
る
と
い
う
よ
う
な

考
え
で
す
。

討
論
が
あ
り
ま
し
た

【
反
対
討
論
】

×
地
方
自
治
法
の
議
決
権
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り

認
め
ら
れ
な
い
。

【
賛
成
討
論
】

〇
子
ど
も
の
た
め
で
も
あ
り
、
す
で
に
手
元
に
届
い
て

い
る
。
物
価
高
騰
対
策
で
行
っ
て
い
る
の
で
賛
成
。

総
務
委
員
会

予
算
決
算

任
常

委
員
会

▼
行
方
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

　
被
保
険
者
の
減
少
に
よ
る
税
収
の
減
少
、
被
保
険

者
一
人
当
た
り
の
医
療
費
の
増
加
等
の
理
由
か
ら
、

茨
城
県
に
納
め
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の

増
加
及
び
基
金
保
有
額
の
減
少
に
よ
り
、
税
率
の
改

定
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の

教
育
厚
生

員
委

会



付託案件の審査
議決結果は13ページをご参照ください。賛否が分かれた議案については、討論の内容をお伝えします。
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可決
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
令
和
６
年
度
行
方
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

６
号
）
に
つ
い
て
）

報告
第１号

賛
成
討
論

　

情
操
教
育
の
一
環
で
あ
り
子
ど
も
の
た
め
に
な

る
。
物
価
高
騰
対
策
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
今
回

は
賛
成
で
あ
る
。

反
対
討
論

　
議
会
が
通
ら
な
い
内
に
予
算
が
使
わ
れ
て
い
る
。

議
会
軽
視
で
あ
り
反
対
。

反
対
討
論

　
根
拠
が
不
明
瞭
で
あ
り
、
住
民
請
求
の
理
由
や
仕

方
に
問
題
が
あ
り
賛
成
で
き
な
い
。
ま
た
、
各
庁
舎

の
耐
震
性
は
限
界
で
あ
り
、
合
併
特
例
債
が
使
え
な

か
っ
た
場
合
、将
来
、市
民
の
負
担
に
な
っ
て
く
る
。

議案賛否結果一覧表
（賛成＝○、反対＝×、棄権＝△、欠席＝－、議長＝■）

※賛成者を起立させ、表決を行いました。
※議長は通常、表決に加わりません。
※棄権は表決する権利を行使しなかった場合です（棄権は退席・不在を含みます）。

賛否が分かれた
議案と賛否結果

１　
宮
嵜　
和
洋

２　
山
口　
律
理

３　
伊
勢
山
仙
寿

４　
髙
野　
市
郎

５　
阿
部
孝
太
郎

６　
小
野
瀬
忠
利

７　
栗
原　
　
繁

８　
土
子　
浩
正

９　
貝
塚　
俊
幸

10　
鈴
木　
　
裕

11　
髙
橋　
正
信

12　
小
林　
　
久

13　
髙
木　
　
正

14　
大
原　
功
坪

15　
鈴
木　
義
浩

16　
岡
田　
晴
雄

17　
髙
栁
孫
市
郎

18　
宮
内　
　
守

賛 

否 

結 

果

報 告 第 １ 号 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 ― × ― 〇 〇 × 〇 〇 〇 × ■ 承認

議 案 第 １ 号 × 〇 × 〇 × × × × 〇 ― × × 〇 × × × 〇 ■ 否決

反
対
討
論

　
営
利
を
目
的
と
し
た
民
間
活
用
に
よ
る
事
業
に
つ

い
て
は
、
税
金
の
新
た
な
る
投
入
は
認
め
ら
れ
な
い
。

反
対
討
論

　

こ
の
よ
う
な
や
り
方
の
専
決
処
分
は
認
め
ら
れ

な
い
の
で
、
反
対
で
あ
る
。
地
方
自
治
法
の
議
決
権

を
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
と
考
え
る
。

行
方
市
新
庁
舎
建
設
事
業
に
関
す
る
住
民
投
票
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

議案
第１号否決

賛
成
討
論

　
市
民
の
全
員
の
声
を
直
接
聴
く
機
会
で
あ
る
。
ま

た
、
署
名
を
し
た
人
の
意
見
も
大
切
に
す
べ
き
。

賛
成
討
論

　
病
院
機
能
が
無
く
な
る
と
医
療
過
疎
に
な
り
、
人

口
過
疎
が
加
速
す
る
。
新
庁
舎
建
設
費
を
別
の
予
算

に
使
う
べ
き
で
あ
る
。

反
対
討
論

　
庁
舎
建
設
に
つ
い
て
は
、
議
会
や
市
民
会
議
で
議
論

が
行
わ
れ
て
い
る
。
住
民
投
票
に
は
多
大
な
費
用
が
か

か
る
。
条
例
案
に
は
い
く
つ
か
の
瑕
疵
が
あ
り
、
こ
の

ま
ま
実
行
す
る
と
混
乱
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
た
め
。

反
対
討
論

　
ど
の
よ
う
に
建
て
る
の
か
は
こ
れ
か
ら
。
今
回
の

議
案
に
つ
い
て
は
十
分
に
説
明
が
足
り
て
い
る
。

賛
成
討
論

　
本
市
の
財
政
力
指
数
は
県
内
で
38
位
。
負
担
が
大

き
い
。
市
の
こ
れ
か
ら
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
見
え
な
い
。

幅
広
い
市
民
の
意
見
を
聞
く
べ
き
。

賛
成
討
論

　

市
民
会
議
よ
り
議
会
を
優
先
す
べ
き
。
病
院
が

無
く
な
る
可
能
性
が
高
い
。
多
数
の
署
名
が
集
ま
っ

た
。
市
民
の
声
を
問
う
べ
き
な
の
で
賛
成
す
る
。

賛
成
討
論

　
Ｊ
Ａ
厚
生
連
の
建
物
を
譲
り
受
け
る
と
、
病
院
機

能
を
撤
退
さ
れ
る
恐
れ
が
で
て
く
る
。
ま
た
、
あ
ま

り
に
も
多
額
の
経
費
を
使
い
す
ぎ
る
。
庁
舎
建
設
に

つ
い
て
市
民
の
意
見
を
問
う
べ
き
。
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《市長提出議案》

令和７年第１回行方市議会定例会　提出議案議決結果
議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

諮問第 １ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 大﨑氏を適任である
と答申 ―

諮問第 ２ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 小峰氏を適任である
と答申 ―

議案第 ３ 号 公平委員会委員の選任について 原案同意 ―

議案第 ４ 号 行方市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
の一部を改正する条例について 原案可決 総務委員会

議案第 ５ 号 行方市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例につい
て 原案可決 総務委員会

議案第 ６ 号 行方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ
いて 原案可決 総務委員会

議案第 ７ 号 行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例について 原案可決 総務委員会

議案第 ８ 号 行方市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例につい
て 原案可決 総務委員会

議案第 ９ 号
行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条
例及び行方市教育委員会教育長の給与，勤務時間その他の勤
務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を
改正する条例について

原案可決 総務委員会

議案第 10号 行方市職員の勤務時間，休暇等に関する条例及び行方市職員
の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決 総務委員会

議案第 11号 行方市高齢者センター「羽黒山荘」条例を廃止する条例につ
いて 原案可決 教育厚生委員会

議案第 12号 行方市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例について 原案可決 教育厚生委員会

議案第 13号
行方市介護保険条例及び行方市指定介護予防支援等の事業の
人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例について

原案可決 教育厚生委員会

議案第 14号 行方市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 原案可決 経済建設委員会

議案第 15号 行方市下水道条例及び行方市農業集落排水事業に関する条例
の一部を改正する条例について 原案可決 経済建設委員会

議案第 16号 行方市水道事業における布設工事監督者及び水道技術管理者
に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決 経済建設委員会

議案第 17号 行方市道路線の廃止について 原案可決 経済建設委員会
議案第 18号 行方市道路線の変更について 原案可決 経済建設委員会
議案第 19号 行方市道路線の認定について 原案可決 経済建設委員会
議案第 26号 令和７年度行方市一般会計予算について 修正可決 予算決算常任委員会
議案第 27号 令和７年度行方市国民健康保険特別会計予算について 原案可決 予算決算常任委員会
議案第 28号 令和７年度行方市介護保険特別会計予算について 原案可決 予算決算常任委員会
議案第 29号 令和７年度行方市後期高齢者医療特別会計予算について 原案可決 予算決算常任委員会
議案第 30号 令和７年度行方市水道事業会計予算について 原案可決 予算決算常任委員会
議案第 31号 令和７年度行方市下水道事業会計予算について 原案可決 予算決算常任委員会

報告第 ２ 号 専決処分の報告について
（損害賠償の額を定め，和解することについて） ― ―

※　　　色が付いたものは賛否の分かれた議案です。
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※　　　色が付いたものは賛否の分かれた議案です。

第１回（２月）臨時会で補正された予算（令和６年度）
議案番号 補正額（総額） 主な内容 議決結果

報告第 １ 号
一般会計（第６号）

１億 1,922 万５千円 増額
（203 億 9,996 万円）

〇専決処分の承認を求めることについて
　霞ケ浦ふれあいランド再生整備事業　
　　市民無料招待施設使用料ほか　/　121 万５千円

承認

※補正予算は予算決算常任委員会に付託されました。

第１回（３月）定例会で補正された予算（令和６年度）
議案番号 補正額（総額） 主な内容 議決結果

議案第 20 号
一般会計補正予算

（第７号）
２億 1,541 万 8 千円 増額

（206 億 1,537 万 8 千円）

 ・公共施設整備基金積立金　/　1 億 1,459 万６千円
 ・行方市消防自動車整備事業基金積立金　/
 6,384 万１千円
 ・行方市公共交通システム事業基金積立金　/
 7,444 万７千円
 ・障害者福祉サービス給付費　/　2,662 万９千円
 ・新型コロナウイルス予防接種委託料　△ 3,100 万円
 ・鹿行広域事務組合負担金　/　1,769 万４千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

原案可決

議案第 21 号
国民健康保険特別

会計補正予算
（第３号）

218 万８千円 減額
（47 億 6,240 万円１千円）

 ・人間ドック委託料　/　△ 328 万円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など 原案可決

議案第 22 号
介護保険特別会計
補正予算（第３号）

１億万 812 万２千円 減額
（39 億 1,179 万８千円）

 ・介護サービス給付費負担金　/　△１億 8,000 万円
 ・行方市介護給付費準備基金積立金　/　7,172 万６千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

原案可決

議案第 23 号
後期高齢者医療

特別会計補正予算
（第１号）

787 万７千円 減額
（5 億 3,312 万３千円）  ・後期高齢者医療広域連合納付金　/　△ 787 万７千円 原案可決

議案第 24 号
水道事業会計補正

予算（第３号）

【収益的支出】
138 万８千円 増額

（８億 2,077 万３千円）
【収益的支出】
 ・職員給与費　　/　138 万８千円 原案可決

議案第 25 号
下水道事業会計補
正予算（第２号）

【収益的収入】
238 万５千円 増額

（8 億 5,561 万１千円）
【収益的支出】
238 万５千円 増額

（８億 5,561 万１千円）

【収益的収入】
 ・他会計補助金　/　238 万５千円

【収益的支出】
 ・職員給与費　　/　238 万５千円

原案可決

《市長提出議案》

令和７年第１回行方市議会臨時会　提出議案議決結果
議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

議案第 １ 号 行方市新庁舎建設事業に関する住民投票条例の制定について 原案否決 総務委員会

議案第 ２ 号 行方市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 原案可決 教育厚生委員会


